
(1)厚生年金基金制度の枠内に「代行なし基金」を創設

概要 ： 代行部分を返上後も、引き続き基金制度の中の新たな仕組みとして位置付ける。

<代行部分返上のイメージ>
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　最低責任準備金を国へ納付する
が、加算部分はそのまま保持し
て、厚生年金基金制度として存続
する。
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・厚生年金保険法、他関連の政令

　等を改正して、代行部分を返上し

　た後も、厚生年金基金制度を継　

　続できるようにする。
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